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新型コロナ感染予防対策の徹底を心がけましょう！ 

http://oki.shoko-shimane.or.jp 

隠岐の島町商工会ホームページ 

QRをスマホで読み

取ってアクセスし

てみましょう！ 

商工会ではホームページで様々な情

報を発信しています。 

会員数：５７5名（令和４年5月19日現在） 

【運営規約の一部改正について】 

 令和4年度通常総代会（書面決議）において、運営規約

の一部改正が承認されました。（実施時期：令和４年４

月１日） 

 改正内容は、手数料付加基準及び使用料の改正で、こ

れまでの消費税別表記を消費税込み表記に改めたこと

と、記帳機械化事務手数料の改正です。 

  

詳しくはお配りした令和4年度通常総代会資料P25から

P28に掲載しておりますのでご覧ください。 

 特に、商工会へ記帳代行業務を委託している場合、日

計表の提出が遅れますと追加で手数料が発生しますので

早めの日計表提出をお願いいたします。 

 ご不明な点は、商工会までご連絡くださいませ。 

⇒買手は、仕入税額控除適用のために、原則として売手か

ら交付を受けたインボイス（適格請求書）を保存する必要

があります。 

⇒売手は、インボイスを交付するためには、事前にインボ

イス発行事業者（適格請求書発行事業者）の登録を受ける

必要があり、登録を受けると課税事業者として消費税の申

告が必要となります。 

⇒「適格請求書保存方式(インボイス制度)」…「適格

請求書（インボイス）」は、取引のとき必要なものを購入

する買手と売手でやりとりします。物品だけでなくサービ

スも含まれます。インボイス制度はをこの書類（請求書な

ど）を発行したり、受取って保存するルール「適格請求書

保存方式」のことです。 

⇒これまでとの請求書と何が違う？…これまでの請求書

の内容に加え、インボイス登録番号、適用税率（10％・

8％）、適用税率ごとの消費税額の記載が必要になります。 

⇒登録手続…免税事業者も課税事業者も、令和5年3月31

日までに税務署への登録が必要です。消費税課税事業者で

ある事業所がお客様となる場合には、インボイスの発行を

求められますのでご注意ください。 

 【新会員のご紹介】     （令和4年5月19日現在：会員数575名） 

事業所名 代表者名 住所 業 種 

STEF PⅰZZA ラッセル ステファン 岬町 飲食業 

合同会社 泉建設 泉 重利 山田 土木工事業 

向ヶ丘牧場 遠藤 聖 郡 卸売業 

森田水道 森田 泰州 布施 管工事業 

ユーホーム 角崎 祐輝 原田 建設業 

吉田 幸二 吉田 幸二 有木 サービス業 

～消費税免税事業者のみなさまへ～ 

令和5年10月1日からインボイス制度が始まります 



 在職老齢年金制度の見直しがありました！ 

●これまで、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本

月額の合計が２８万円を上回る場合、年金額の全部ま

たは一部について支給停止となっていましたが、４月

より４７万円を上回る場合に改正されました。 

●年金受給開始年齢の繰り下げ上限年齢は７０歳まで

となっていましたが、７５歳まで選択できるようになり

ました。 

※詳しくは松江年金事務所までお問合せください 
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